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メンバー各位 

 
 

皆様 

 
 

堪航性継続保証について 

 
 

メンバーの皆様が、取引先企業から「航海中を通して堪航性が継続的に維持されることを義務

付ける契約条項」を求められることがあると、クラブは認識しています。このような状況が発

生した場合、このような保証はメンバーの皆様のP&I保険に好ましくない結果となる可能性があ

るため、クラブでは、皆様に対し、契約条項の締結は慎重にされることをお勧めします。 

 

船荷のリスク保証は、メンバーの皆様が、ハーグ・ヴィスビー条約（HVR）よりも不利な条件での

契約を結ばないことを条件としています。HVRのⅢ条1項では、運送人は、発航前と発航時に以下

について適切な注意をしなければならないとしています。 

 船舶の堪航性を確実にする

 
 船員を乗り組ませ、船舶を艤装し、需品を補給する

 
 船倉、冷蔵室、その他運送品の積込場所を運送品の受入れ、輸送、保存に適し、安全

な状態にする

HVRのもと、「適切な注意をする」とは、船舶が検討されている運送に適しているかどうかを見

極めるため、あらゆる妥当な注意を払うことを意味します。運送人は、堪航性に関して絶対的な

保証をする義務はなく、船舶は発航時に堪航可能であることが必要となるだけです。 

 
船荷所有者が、運送人による発航前と発航時の船舶の堪航性に関する適切な注意が不十分だった

ために損失が生じたと証明できる場合、その結果生じた損失には、クラブの保険が適用されま

す。ただし、運送中にのみ船舶の堪航性に影響を及ぼす何らかの出来事があったために損失が生

じたとみなされる場合、Ⅲ条1項にある適切な注意には対応していると仮定され、HVRのⅢ条1項

に従い、運送会社は船荷関係者に対する責任を負うことはありません。 
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航海中に、堪航性の継続保証はその意味合いを変え、運送人に対し、運送全期間中の船舶の堪航

性に影響を及ぼすあらゆる出来事に対し、責任を負わせることもあります。これはHVRよりも不

利な条件での契約を意味するため、結果として生じる保険請求は、クラブによる保険対象外とな

ります。 

 

メンバーの皆様には、堪航性の継続保証を付与する条項への契約に関し、クラブの保険の影響を及

ぼす可能性についてよく検討されることをお勧めします。また、この理由のため、決定前にマネー

ジャーにご連絡の上、指示を受けられることをお勧めします。 

 

国際グループの全クラブは、同様の回覧を発表しています。 
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